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生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）パイロット事業(自治体) 

の実施について 

 

 

標記事業について、別紙のとおり｢生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯

科健診）パイロット事業(自治体)実施要綱｣を定め、令和８年５月 25 日より適

用することとしたので通知する。 


